
様式新特第５号（２） (R7.8)

年 月 日 ～ 年 月 日

円 円

( ) 円 円

① ② ③ ④

⑤ 人・日 ⑥ 人・日

円] 円

円 円

円 円

円 円

⑦ 円 ⑧ 円

円

※（３）及び（６）欄は小数点以下の端数を切り上げた値を記入してください。

はい・いいえ
（１－１）休業手当等の算定基礎となる賃金について、支給対象期間中に引き
     上げていない

様式新特第５号(3)⑰欄から転記様式新特第５号(3)⑯欄から転記

（１－２）七尾公共職業安定所または輪島公共職業安定所（いずれも出張所含
     む）の管轄区域に所在する事業所の申請である

    （当該区域外の事業所で勤務する労働者分を含まない）
はい・いいえ

（２）判定基礎期間中の休業等に対して実際に
   支払った休業手当等の総額

雇用調整助成金 助成額算定書（能登半島地震豪雨・半島過疎臨時特例用）

(事業所名） (事業所番号）
判定基礎期間

（３）（２）×助成率

教育訓練休業

（４）月間休業等延日数 全日 短時間

※様式新特第5号(3)の⑫、⑲、⑭、⑳欄から転記。
人・日 人・日 人・日 人・日

全日 短時間

（５）教育訓練に係る加算額

[（４）⑥× 1,200

（９）支給を受けようとする助成額
   左欄：（７）と（８）いずれか小さい方
   右欄：（７）と（８）いずれか小さい方＋（５）

（７）助成対象額
   左欄：（３）と、（６）×（４）⑤いずれか小さい方

  右欄：（３）と、（６）×（４）⑥いずれか小さい方

（８） 日額上限額×月間休業等延日数
     左欄：日額上限額×（４）⑤ 右欄：日額上限額×（４）⑥

（10）（９）の合計

（６）助成額単価（上限比較前）
  左欄：（３）÷（４）⑤ 右欄：（３）÷（４）⑥



【記入要領】
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（１－２）は、本様式に記載する内容が七尾公共職業安定所または輪島公共職業安定所（いずれも出張所
含む）の管轄区域内に所在する事業所に係るものかどうかを回答してください。（１－２）がいいえの場
合、当該特例の支給対象とはなりません。

雇用調整助成金の対象期間（通常１年間）の所定労働日数が、合理的な理由なくその直前の１年間より増
加している場合、当該増加日数分に当該事業所の年間平均被保険者数を乗じて12で除した数を、（４）欄
「月間休業等延日数」から差し引いて計算した額を支給します。

本様式については、支給審査を妨げないものであって、かつ、所定の事項が記載されていれば、任意の様
式を用いても差し支えありません。

（５）欄には、雇用調整助成金を受給される事業主の方が教育訓練を行った場合において、（４）⑥×
1200円の値を記入してください。

（６）欄には、左欄に（３）÷（４）⑤の額（小数点以下切り上げ）を、右欄に（３）÷（４）⑥の額
（小数点以下切り上げ）を記入してください。

（９）の左欄には、（７）欄と（８）欄のうちいずれか小さい方を、右欄には（７）欄と（８）欄のうち
いずれか小さい方＋（５）を記入してください。この額が支給を受けようとする助成金額になります。

支給額は最終的に労働局において雇用保険データを基に算出された額によって決定され、本様式で算出さ
れた金額と異なる場合がありますのでご了承ください。

（８）欄には、左欄に雇用保険の基本手当の日額上限額（※）×（４）⑤を、右欄に雇用保険の基本手当
の日額上限額（※）×（４）⑥を記入してください。
（※）基本手当の日額上限額：令和７年８月１日現在8,870円

（７）欄には、左欄に（３）と（６）×（４）⑤欄のうちいずれか小さい方の額を、右欄に（３）と
（６）×（４）⑥欄のうちいずれか小さい方の額を記入してください。

（２）欄には、判定基礎期間中における助成対象となる休業等について、助成金を申請する対象労働者に
支払われた休業手当等の総額を様式新特第５号（３）から転記して記入してください。

（３）欄には、表タイトル中の（）内に助成率（※）を記載した上で、「（２）×記載した助成率」で算
出した額（小数点以下切り上げ）を記入してください。
（※ 大企業：２／３、中小企業：４／５）

（４）①～④欄にはそれぞれ、様式新特第５号（３）の⑫、⑲、⑭、⑳欄を転記してください。

（４）⑤欄には、①＋②の値を記入してください。４⑥欄には③＋④の値を記入してください。

（１－１）は、休業手当等の算定基礎となる賃金について、支給対象期間中に引き上げているかどうかを
回答してください。（１－１）がいいえの場合、引き上げた額について助成対象とならないことがありま
す。



様式新特第５号（１）（R６.12）

雇用調整助成金（休業・教育訓練）の支給を受けたいので、裏面記載の注意事項を了解し、次のとおり申請します。
なお、この申請書の記載事項に係る確認を安定所（労働局）が行う場合には協力します。

年 月 日 事業主 住所 〒 －

名称

代理人 氏名

労働局長 殿 事業主 住所 〒 －

公共職業安定所経由） 又は

（提出代行者・事務代理者） 名称

社会保険労務士 氏名

①

申

請

区

分

(1)名称 (2)所在地 〒 －

(3)事務担当者職氏名 (4)事業の種類

(5)賃金締切日 (6)対象労働者数（裏面記載要領３参照）

a毎月 日 bその他（ 人 産業分類(中分類）

(1)月間休業延日数 (2)月間教育訓練延日数 (3)月間休業等延日数[(1)+(2)]
（様式新特第5号(2)の(4)①②の日数計） （様式新特第5号(2)の(4)③④の日数計）

(4)月間所定労働延日数 (5)月間平均所定労働日数[(4)/②(6)] (6)休業規模[(3)/(4)×100]
（小数点第2位以下切り捨て） （小数点第2位以下切り捨て）

(1)支給を受けようとする助成金額（休業） (2)支給を受けようとする助成金額（教育訓練） (3)合計額 [(1)+(2)]
（様式新特第5号(2)の(9)⑦の額） （様式新特第5号(2)の(9)⑧の額）

円 円 円

（参考） 日

国庫金振込（取引金融機関店舗名： ／支店名：

口座名義(フリガナ） 口座の種類 口座番号

年 月 日 ～ 年 月 日

年 月 日 ～ 年 12月 31日

(局長) (部長・  ) (課長・  ) (補佐・  ) (係長・  ) (     )

[A]判定基礎期間 [B]判定基礎期間 [D]前判定基礎期間 [E]残日数
助成対象休業等延日数 暦月末日対象労働者数 後残日数 [D]-[C]

休業等助成金 人・日

教育訓練分助成金 人・日 人 日 日 日
[F]支給判定金額 (休業) 円

(教育訓練) 円
(所長) (部長・次長) (課長・統括) (上席・係長) (職業指導官) (担当)

◆判定基礎期間

※対象期間 令和7

安定所決裁欄

区分 [C] [A]/[B]

対象労働者一人当たりの月間休業等延日数 [③(3)／②(6)]

人・日 人・日

⑤

支

払

方

法

③

休

業

等

の

規

模

人・日 人・日

●助成金支給番号 ●支給決定年月日

労働局決裁欄

人・日

※受付番号

（

 申請者が代理人の場合、上欄に代理人の記載を、下欄に事業主の住所、名称及び氏名の記載（押印不要）を、申請者が社会保険
労務士法施行規則第16条第2項に規定する提出代行者又は同令第16条の3に規定する事務代理者の場合、上欄に事業主の記載を、
下欄に申請者の記載をしてください。

雇用調整助成金（休業等）支給申請書（能登半島地震豪雨・半島過疎臨時特例用）

②

休

業

等

実

施

事

業

所

又は

企業規模

大・中小
事業所番号

(雇用関係助成金ポータルにおいて申請した場合のみ回答）
オンラインで提出した書類は、原本と相違ない。

 ）

（はい・いいえ）

労働保険番号 電話番号

[H]過去の不正受給[G]労働保険料の滞納状況 [I]労働関係法令違反の有無

※支給限度日数の算出で使用します。

④

助

成

額

の

算

定

※

労

働

局

処

理

欄

※

安

定

所

処

理

欄



注意事項

【記載要領】
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【支給申請にあたっての注意事項】
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【受給にあたっての注意事項】
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③（４）欄には、休業・教育訓練実施事業所のすべての対象労働者の判定基礎期間における所定労働日の数の合計を記載してください。

休業又は教育訓練を実施した事業所（以下「休業・教育訓練実施事業所」という。）ごとに提出してください。

代理人が申請する場合にあっては、委任状（原本）を添付してください。

本様式は一つの判定基礎期間ごとに別葉にして記載してください。二又は三の連続する判定基礎期間について支給申請する場合、２か月目又は３か月目
の判定基礎期間の分については、①欄、②(6)欄、③欄、④欄及び◆判定基礎期間欄のみの記載で差し支えありません。
①欄が「いいえ」となる場合は、本助成金の支給を受けることはできません。

②(6)欄には、判定基礎期間内の暦月の末日時点の「対象労働者」（※）の数を記載してください。なお、判定基礎期間内に暦月の末日がない場合は、
当該判定基礎期間の末日時点の数を記載してください。また、２つの判定基礎期間を通算した期間を一の判定基礎期間として申請する事業所において当
該一の判定基礎期間内に暦月の末日が２つある場合、いずれか遅い方の暦月の末日時点の数を記載してください。

出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）の定めるところにより国内で就労することができない者

事業主が、その事業所において雇用保険業務に関する業務取扱要領20351（1）に規定する雇用される労働者に該当しない者を２以上の事業主間
で交換し雇い入れている場合における、当該雇入れ者

様式新特第１号(1)によって事前に届け出ている、一つの判定基礎期間又は二つ又は三つの連続した判定基礎期間（支給対象期間）と同一の期間分につ
いて提出してください。

４によらず、助成金の支給すべき額を超えて助成金の支給を受けた場合には、その支給すべき額を超えて支払われた部分の額を返還していただきます。

労働基準法第２６条の規定に違反して支払った手当について助成金の支給を受けた場合には、助成金のうち当該違反して支払った手当に係る部分の額を
返還していただきます。
助成金の受給に当たっては、リーフレット等に記載されているもののほか、各種要件がありますので、本支給申請前に都道府県労働局又は公共職業安定
所に確認してください。

（※）「対象労働者」とは、休業・教育訓練実施事業所に雇用される雇用保険被保険者のうち、次を除いた者をいいます。

日雇労働被保険者である者

判定基礎期間において雇用調整助成金と重複して受給することができない助成金等（具体的には「雇用調整助成金ガイドブック」の「併給調整」
をご覧ください。）の支給の対象となる被保険者

他の事業主の総株主又は総社員の議決権の過半数を有する事業主を親会社、当該他の事業主を子会社とする場合における、親会社又は子
会社であること。
取締役会の構成員について、代表取締役が同一人物であること、又は取締役を兼務しているものがいずれかの取締役会の過半数を占めて
いること。

解雇を予告されている被保険者、退職を申し出た被保険者、事業主による退職勧奨に応じた被保険者（当該解雇その他離職の日の翌日において安
定した職業に就くことが明らかな者を除く）
雇用保険法第37条の５第１項の申出をして高年齢被保険者となった者。(特例高年齢被保険者。複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者につ
いて、本人の申出に基づき、雇用保険の高年齢被保険者となることができるもの。)

以下のいずれかに該当する場合その他の資本的、経済的、組織的関連性等からみて、雇用調整助成金の支給において独立性を認めることが適当で
ないと判断される事業主から、当該事業主において雇用保険業務に関する業務取扱要領20351（1）に規定する雇用される労働者に該当しない者
を雇い入れている場合における、当該雇入れ者

雇用調整助成金の対象期間（通常１年間）の所定労働日数が、合理的な理由なくその直前の１年間より増加している場合、当該増加日数分に当該事業所
の年間平均被保険者数を乗じて12で除した数を、③(3)欄の「月間休業等延日数」から差し引いて計算した額を支給します。

雇用調整助成金は、併給調整の対象となる助成金等（具体的には、「雇用調整助成金ガイドブック」の「併給調整」をご覧ください。）と同時に支給対
象となりません。またそれ以外の助成金等についても、本支給申請の対象となる休業等について支給を受けている場合は支給対象とならない場合があり
ます。
偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け又は受けようとしたことが判明した場合には、不正行為により本来受けるこ
とのできない助成金を受け又は受けようとした最初の判定基礎期間以降に支給したすべての助成金を返還していただくとともに、当該期間以降に受けよ
うとした助成金については不支給とさせていただきます。

 支給申請は、本様式及び「雇用調整助成金ガイドブック」の「支給申請に必要な書類」に示す添付書類を用いて次によって提出してください。

既に様式新特第１号(1)「休業等実施計画（変更）届」を提出した事業主が、休業又は教育訓練を実施し、当該休業に係る手当（労働基準法第26条の規
定に違反していない場合）又は当該教育訓練に係る賃金を休業等協定どおりに支払った場合に提出してください。

支給対象期間の末日の翌日から起算して２か月以内（支給申請に係る休業手当又は賃金の支払日以降に限る）に（ただし、天災その他その期間内に申請
しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、当該理由のやんだ後１か月が経過する日までにその理由を記載した書面を添えて）提出してく
ださい。なお、一の支給対象期間を二つ又は三つの連続した判定基礎期間とした場合にあっては、当該支給対象期間中の一又は二の連続する判定基礎期
間を新たな支給対象期間とみなして支給申請を行うことができます。ただし、その場合は当該新たな支給対象期間の末日の翌日から起算して２か月以内
（支給申請に係る休業手当又は賃金の支払日以降に限る）に支給申請を行ってください。

③（１）欄には、様式新特第5号（２）の（４）①欄と②欄の日数の計を、また③(2)欄には、様式新特第5号(2)の（４）③欄と④欄の日数計を記載して
ください。

④（１）欄には、様式新特第5号（２）の（９）⑦の額を、また④（２）欄には、様式新特第5号（２）の（９）⑧の額を記載してください。
⑤欄には、振込先を記載してください。なお、変更の無い場合は、２回目以降の申請の際は記載の必要はありません。


